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障がい福祉サービス（移動支援）重要事項説明書 

 

 利用者様に対するサービス提供開始にあたり、当事業者が利用者様へ説明すべき重要事項

は、次のとおりです。 

 

１．事業者名称概要 

経営事業者の名称 社会福祉法人 新生福祉会 

法人所在地 広島県尾道市瀬戸田町林1288番地6 

法人種別 社会福祉法人 

法人代表者 山中 康平 

電話番号 ０８４５－２７－２９４３ 

法人ホームページ http://www.rakusei.or.jp 

２．事業所の概要 

事業所の種類 訪問介護事業所 

事業所名 楽生苑まんまる訪問介護事業所 

事業所番号 ３８６０２００１７３ 

指定年月日 令和５年４月１日 

管理者名 山田 真紀 

所在地 愛媛県今治市大三島町宮浦5714番地15-2 

電話番号 080-8984-0377 

サービスを提供する地域 今治市大三島町・今治市上浦町 

３．事業の目的及び運営方針 

事業の目的 社会福祉法人新生福祉会が設置経営する楽生苑まんまる訪問介護事業

所において実施する障がい福祉サービスの「地域生活支援事業」の一

つとしての「移動支援事業」の適正な運営を確保するために、必要な

人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護の円滑な運営管

理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の

立場に立った適切な居宅介護の提供を確保することを目的とします。 

運営方針 事業所は、移動支援の提供にあたっては、利用者の地域における自立

生活及び社会参加の促進を促し、適切かつ効果的な援助を行うものと

します。 

４．事業所の従業者体制 

職 名 
配 置 

常勤 非常勤 

管理者 １名  

サービス提供責任者・介護福祉士 １名  

訪問介護員・保健師・看護師 １名  

訪問介護員・介護福祉士  1名 

訪問介護員・初任者研修了者 １名 ２名 

訪問介護員・ヘルパー２級修了者  ２名 
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職 名 職務内容 

管理者 事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行

う。 

サービス提供責任者・介護福祉士 管理者の命を受けて、移動支援の利用の申し込みに係

る調整、従業者に対する技術指導のサービス内容の管

理、居宅介護計画の作成等を行うとともに、自らも移

動支援の提供にあたるものとする。 

訪問介護員・看護師・介護福祉士 

移動支援のサービス提供を行う。 訪問介護員・初任者研修 

ヘルパー２級修了者 

 

５．サービス提供の責任者 

  利用者様のサービス提供責任者は下記のとおりです。 

  サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などがありましたら、お申し出ください。 

サービス提供の責任者  山田 真紀 

 

６．サービス提供地域及び営業時間 

 （１）サービス提供地域 

愛媛県今治市（大三島町・上浦町）※ニーズに応じて対応を検討する。 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 祝日を含む月曜日から土曜日 

休業日 日曜日・１２月３０日から１月３日 

営業時間 通常午前８時３０から午後５時３０分 

但し、通常以外の時間帯に要望がある場合は対応方法を検討する。 

 

７．提供するサービスの内容 

 支給対象となる外出の範囲とは、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加

のための外出の際の支援とします。 

 ※原則として外出先は市外も可能、1日で用務を終えるものとする。 

 ※時間は原則として午前8時から午後10時までの間とする。 

（１）社会生活上必要不可欠な外出について 

①本人同伴による生活必需品などの買物 

②各種団体の行事や会合 

③レスパイトサービス利用における施設の送迎 

④医療機関への通院 

⑤その他必要な手続等であり、目的達成後に継続性がないもの等 

⑥地域生活に欠かせないと判断されるもの 

⑦社会生活一般の付き合いの範疇に入るもの 

（２）余暇活動等社会参加のための外出 

①自己啓発や教養を高めるもの 

②体力増進、健康増進の目的のもの 

③生活の内容、質の充実や向上を図るもの 
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８．サービス利用に認められていないもの 

（１）移動支援の目的として認められていないもの 

①営業活動等の経済活動に係るもの 

②通年または長期にわたる外出 

 

（２）社会通念上、移動支援の対象とすることが適当でないもの 

①宗教活動 

②政治活動 

③公序良俗に反する場所等への移動 

④その他 

９．対象者 

在宅の障がい者及び障がい児（身体障がい者及び身体障がい児にあっては、次の各号のいず

れかに該当する者に限る。）とする。 

（１）視覚障がい者（ただし、1級または2級身体障害者手帳の所持者に限る。） 

（２）全身性障がい者 

（３）車椅子を常用する者 

 

 ※受給者証の確認 

  「受給者証」の記載内容の変更があった場合は、できるだけ速やかに当事業所従業者に 

お知らせください。また、当事業所従業者より「受給者証」の確認をさせていただく場 

合はご提示お願いします。 

 

10．非常災害対策 

  事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係 

機関と連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基 

づき従業者等の訓練を行います。災害対策マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

11．緊急時の対応 

  サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに

主治医又は協力医療機関に連絡等をとるなど必要な措置を講じます。  

 

12．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連

絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、

賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

13．秘密の保持 

①事業所は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報について、 

利用者又は第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由を除いて、契約中 

及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。  

②あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、前項の規定に関わらず、一定の 

条件の下で個人情報を利用できるものとします。 
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14．利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルに基づき、従業者教育を行いま

す。 

 

15．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。た

だし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその

家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

16．損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は、

速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、損害

の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の置かれ

た心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責

任を減じさせていただきます。 

 

17．利用料金と利用者負担額について 

介護給付費によるサービス利用に関しては、法令に従い受給者証の記載内容に基づく利

用者負担額もしくは市町村の決定する利用者負担額『利用者本人及び扶養義務者の能力に

応じ市町村が決定する額（利用者負担額）』をお支払いいただきます。 

 ＊利用者負担額及びサービス利用料金については、別表料金表をご覧ください。 

 

18. 訪問介護サービスの中止、変更、追加 

訪問予定日前日の17時30分までに連絡がないキャンセルについては、キャンセル料をお

支払いいただきます。 

  但し、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

※訪問介護サービス利用時 

利用予定日の前日の17時30分までに 

キャンセルの申し出があった場合 
無料 

利用予定日（当日）キャンセルの場合 

 

当日利用料の全額の50パーセント 

（その時の全サービス基本料金の50％） 

◆緊急時の連絡先 

 （１）ご本人、家族からの緊急の連絡を２４時間体制で受けられるようにしています。 

 （２）緊急連絡先 

①月曜日～土曜日（祝祭日を含む） 

   ８：３０～１７：３０ 

楽生苑まんまる訪問介護事業所 

０８４５－２６－４５７５ 

② ・日曜日 ８：３０～１７：３０ 

  ・月曜日～日曜日 １７：３０～翌８：３０ 

  ・年末年始（１２月３０日～１月３日）終日 

サービス提供責任者 

０８０－８９８４－０３７７ 

 

※サービス提供責任者が対応いたします。 
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  ①の時間帯は、サービス提供責任者が、支援専門相談人と連絡を取り必要なサービス

提供を行います。 

① の時間帯は、サービス提供責任者が当番制で対応します。 

なお、サービス提供中に緊急事態が生じた場合には、「緊急連絡表」にご記入いただい

た連絡先に連絡します。 

 

19．虐待の防止について 

 当事業者は障害者（児）の人権の擁護・虐待防止のために、下記の対策を講じます。 

 （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 山田 真紀 

 （２）苦情解決体制を整備しています。 

 

20．苦情相談窓口 

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

  

所在地 愛媛県今治市大三島町宮浦5714番地15-2 

連絡先 ０８０－８９８４－０３７７ 

FAX ０８９７－７２－８１０２ 

責任者 管理者 山田 真紀 

担当 サービス提供責任者 山田 真紀 

ご利用時間 月曜日～土曜日 ８:３０～１７:３０ 

 

※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

 

愛媛県国保連 代理 電話番号：０８９－９６８－８８００ 

直通 電話番号：０８９－９６８－８７００ 

 

苦情処理第三者委員 氏名 松村 晃次  電話番号：０８４５－２７－１６０１ 

          氏名 村上 登貴子 電話番号：０９０－５３７５－１２０７ 

 

＊公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 

 

ご利用時間：８：３０～１７：１５（土・日曜日・祭日・年末年始除く） 
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この重要事項説明書の説明年月日    令和   年   月   日 

 

事
業
所 

所  在  地 愛媛県今治市大三島町宮浦5714番地15-2 

事 業 所 名 楽生苑まんまる訪問介護事業所 

管 理 者   山田 真紀           

説  明  者  氏  名      山田 真紀         

 

私は、事業者から上記内容の説明を受け内容について同意し、重要事項説明書の交付を受け

ました。 

ご利用者 

住 所 愛媛県今治市 

氏 名                      

 

ご利用者 

代理人 

住 所  

氏 名                      

（続柄）  

 


